
裁判官会議（第15回）議事録

令和6年5月8日 （水曜日）

裁判官会議室において、午前1 1時30分開議

出席者戸倉長官深山、三浦、草野、宇賀、林、岡村、安浪、渡邉、岡、堺、今
崎、尾島、宮川、石兼各裁判官

戸倉長官議長席に着く。

議事

人事について

（1） 徳岡人事局長から、資料第1に基づき、人事関係事項について説明があり、

1の裁判官の退官については、原案どおり決定及び報告がされ、 2の裁判官の

死亡については、報告がされ、 3の裁判官の転補等及び4の裁判官の新規任命

等については、いずれも原案どおり決定した。

（2） 徳岡人事局長から、資料第2に基づき、松江地方、家庭裁判所長の補職等に

ついて説明があり、次のとおり決定した。

松江地方､家庭裁判所長松井千鶴子の定年退官に伴い､■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ｜を松江地方､家庭裁判所長とする。
午前1 1時35分終了

議 長

秘書課長



裁判官会議資料第（
（5月8日開催）

裁判官会議付議人事関係事項(令和6． 5． 8提出）

1 裁判官の退官について

依願免本官並びに兼官（令6． 6． 2） 東京高判事・東京簡裁判事

田原美奈子（48）

さいたま地家判事・さいたま簡裁判

事

森田初恵（61）

豊中簡裁判事

山本 猛

古川簡裁判事

高倉篤麿

東京簡裁判事

岡野清二

依願免本官並びに兼官（令6． 6． 5）

定年退官（令6． 5．29）

定年退官（令6． 6． 5）

定年混官（令6． 6． 9）

2裁判官の死亡について

死亡 仙台高判事（部総括） ・仙台簡裁判

事

小林久起（36）

3裁判官の転補等について

川越簡裁判事（司掌者） ・さいたま

地家川越支判事（支部長）

東京高判事・東京簡裁判事

松本明敏（45）

横浜地家相模原支判事（支部長） ・

相模原簡裁判事（司掌者）

倉澤守春(45）

仙台高判事（部総括） ・仙台簡裁判

事

1
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東京高判事･東京簡裁判事横浜地家相模原支判事（支部長）

相模原簡裁判事（司掌者）

●

関 述之（47）

大阪簡裁判事豊中簡裁判事

山本泰博

（司掌者）

神谷義彦

枚方簡裁判事大阪簡裁判事

4裁判官の新規任命等について

枚方簡裁判事（司掌者）

齋藤正人

ノ

I

2

、



裁判官会議（第16回）議事録

令和6年5月1 5日 （水曜日）

蛾判官会議室において、午前10時30分開議

出席荷戸倉長官、深山、三浦、草野、 ′i賀、林、岡村、安浪、渡邊、岡、堺、今

崎、尾島、宮川、石兼各裁判官

戸倉長官議長席に着く“

議事

1 常置委員について

福島秘書課長から、資料第1に基づき、令和6年6月1日から同年7月20日

まで及び同年9月1 日から同年12月31Rまでの常置委員について説明があり、

原案どおり決定した

2 民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則について

福田民事局長兼行政局長、吉崎刑事局長及び馬渡家庭局長から、資料第2に基

づき、標記の規則について説明があり、原案どおり決定した。

3 人事について

（1） 徳岡人事局長から、資料第3に基づき、人事関係事項について説明があり、

1の裁判官の退官については、報告がされ、 2の裁判官の転補等については、

原案どおり決定した。

（2） 徳岡人事局長から、資料第4に基づき、松江地方、家庭裁判所長の補職等に

ついて説明があり、次のとおり決定した。

イ大阪地方、家庭裁判所堺支部長西村欣也を松江地方、家庭裁判所長とする。

ウ大津地方、家庭裁判所長西田隆裕の依願免本官並びに兼官に伴い、佐賀地

ノブ、家庭裁判所長小倉哲浩を大津地方、家庭裁判所長とし、その後任者を神

) i地方、家庭裁判所姫路支部長増森珠美とする。

午前1 0時38分終了

議 長

秘書課長



裁判官会議資料第3
（5月15日開催）

裁判官会議付議人事関係事項(令和6. 5. 15提出）

1 裁判官の退官について

定年退官（令6. 6. 18) 横浜地家横須賀支判事・横須賀簡裁

判事

槐 智子（42）

東京簡裁判事

平鍋 勝

定年退官（令6． 6．28）

2裁判官の転補等について

福岡地家小倉支判事補・小倉簡裁判

事

東京地家判事補・東京簡裁判事

後藤 彩（72）

水戸地家判事補・水戸簡裁判事

金子恵理（72）

水戸家地士浦支判事補・士浦簡裁判

事

高橋俊介（70）

静岡家地浜松支判事補・浜松簡裁判

事

先崎春奈（70）

鹿児島地家判事補・鹿児島簡裁判事

伊藤祐貴（69）

山形地家判事補・山形簡裁判事

佐々木康平（68）

神戸地家判事補・神戸簡裁判事

大阪地家判事補・大阪簡裁判事

東京地判事補・東京簡裁判事

大|坂地家判事補・大阪簡裁判事

東京地判事補・東京簡裁判事



【機密性2】

事務総局会議（第12回）議事録

日時 令和6年5月7日 （火）午後2時00分～午後2時05分

場所等 総局会議室

出席者 堀田事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、楕松民

事局第一課長、吉崎刑事局長、馬渡家庭局長、福島秘書課長兼広報課

長、後藤審議官、清藤デジタル審議官

議事 民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則について

楕松民事局第一課長、吉崎刑事局長及び馬渡家庭局長説明（資料）

結果 ◎裁判官会議付議

秘書課長 福 島 直 之
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【機密性 2】
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2】機密性【

配
付
資
料
三

第
一
条
関
係
ｌ
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）
（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

第
七
条
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
、
第
七
条
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
、

民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、

民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、

又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審

尋
を
し
た
参
考
人
及
び
事
実
の
調
査
の
た
め
に
裁
判
所
か
尋
を
し
た
参
考
人
及
び
事
実
の
調
査
の
た
め
に
裁
判
所
か

ら
期
日
に
出
頭
す
べ
き
旨
の
呼
出
し
を
受
け
た
者
に
つ
い
ら
期
日
に
出
頭
す
べ
き
旨
の
呼
出
し
を
受
け
た
者
に
つ
い

て
は
一
日
当
た
り
川
判
４
斗
刮
叫
剛
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
て
は
一
日
当
た
り
八
千
百
円
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
、

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

－1－



は
一
日
当
た
り
Ｈ
引
呵
川
計
則
則
以
内
と
す
る
。

紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号

用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）

、

二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
者
に
つ
い
て

査
証
人
及
び
同
法
第
二

百
十
八
条
第
二

項

（
｝
｝

ー

又
は
公
害

第
四
十

れ
を
準

条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
者
に
つ
い
て
は

争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十

査
証
人
及
び
同
法
第

し
、

一
日
当
た
り
Ｈ
判
打
廿
割
引
川
以
内
と
す
る
。

又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
公
害
紛

一
一

百
十
八
条
第
二

項

（
一
一

れ
を
準
用一

一
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第
二
条
関
係
ｌ
刑
事
の
手
続
に
お
け
る
証
人
等
に
対
す
る
給
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）
（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

第
三
条
法
第
四
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
に
つ
い
第
三
条
法
第
四
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
に
つ
い

て
は
一
日
当
た
り
八
千
二
百
円
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
て
は
一
日
当
た
り
八
千
百
円
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又

又
は
翻
訳
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
七
千
八
百
円
以
内
は
翻
訳
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
七
千
七
百
円
以
内
と

と
す
る
。
す
る
。

新

旧

－3－



第
三
条
関
係
ｌ
人
身
保
護
法
に
よ
る
国
選
代
理
人
の
旅
費
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
三
号
）

第
三
条
（
略
）
第
三
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
七
千
八
百
円
以
内
に
お
い
２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
七
千
七
百
円
以
内
に
お
い

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

新

旧

－4－



第
七
条

第
四
条
関
係
ｌ
司
法
委
員
規
則
（
昭
和
二
十

2

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

日
当
の
額
は
、

へ

略
…

1

一
日
当
た
り
４
４
刈
到
割
引
州
以
内
に
お
い

新

一
一
一

年
最
高
裁
判
所
規
則
第

第
七
条

2

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

日
当
の
額
は
、

一
一

十
九
号
）

へ

略
…

一

日
当
た
り
４
Ｊ
刈
凹
刮
削
剛
以
内
に
お
い

旧

１

－5－



第
五
条
関
係
ｌ
参
与
員
規
則
（
昭
和
二
十

第
六
条

2

て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

日
当
の
額
は
、

へ

略
ー

一
日
当
た
り
一
万
五
百
円
以
内
に
お
い

新

一
一

年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十

第
六
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、

い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

一
一
一

号
ー

一
日
当
た
り
一
万
四
百
円
以
内
に
お

、

旧

－6－



第
六
条
関
係
ｌ
鑑
定
委
員
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
四
号
）

（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
額
）
（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
額
）

第
七
条
（
略
）
第
七
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
六
千
百
四
十
円
以
内
に
お
２
日
当
の
額
は
、
一
日
当
た
り
利
剣
Ⅱ
川
判
判
州
以
内
に
お
い

い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
。

新

旧

－7－



（
立
会
人
の
日
当
等
）
（
立
会
人
の
日
当
等
）

第
三
十
八
条
立
会
人
の
日
当
（
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
第
三
十
八
条
立
会
人
の
日
当
（
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号

）
は
、
到
判
制
判
司
Ｈ
到
判
則
以
内
と
し
、
執
行
官
が
状
況
に
）
は
、
到
判
判
凹
司
斗
利
．
川
以
内
と
し
、
執
行
官
が
状
況
に

よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。
よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。

２
（
略
）
２
（
略
）

（
評
価
人
の
日
当
等
）
（
評
価
人
の
日
当
等
）

第
四
十
条
前
条
第
一
号
の
日
当
は
、
廿
判
川
州
司
叫
Ⅵ
以
内
と
第
四
十
条
前
条
第
一
号
の
日
当
は
、
何
判
叩
月
到
副
州
以
内
と

し
、
執
行
官
が
状
況
に
よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。
し
、
執
行
官
が
状
況
に
よ
り
額
を
定
め
て
支
給
す
る
。

第
七
条
関
係
ｌ
執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）

新

旧

－8－
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第
八
条
関
係
ｌ
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）

（
裁
判
員
等
の
日
当
・
法
第
十
一
条
等
）
（
裁
判
員
等
の
日
当
・
法
第
十
一
条
等
）

第
七
条
（
略
）
第
七
条
．
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
に
つ
い
て
は
２
日
当
の
額
は
、
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
に
つ
い
て
は

一
日
当
た
り
一
万
二
百
円
以
内
に
お
い
て
、
裁
判
員
等
選
一
日
当
た
り
一
万
百
円
以
内
に
お
い
て
、
裁
判
員
等
選
任

任
手
続
の
期
日
に
出
頭
し
た
選
任
予
定
裁
判
員
及
び
裁
判
手
続
の
期
日
に
出
頭
し
た
選
任
予
定
裁
判
員
及
び
裁
判
員

員
候
補
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
八
千
二
百
円
以
内
に
候
補
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
川
剰
封
副
削
以
内
に
お
い

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
裁
判
所
が
定
め
る
。
て
、
そ
れ
ぞ
れ
裁
判
所
が
定
め
る
。

~

新

旧
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